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平成30年第３回養老町定例会会議録 

 平成30年第３回養老町議会の定例会を養老町議会議事堂に招集されたので会議を開い

た。 

 その次第は次のとおりである。 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程（平成30年９月12日第１日） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 認定第２号 平成29年度養老町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第５ 認定第３号 平成29年度養老町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第６ 認定第４号 平成29年度養老町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第７ 認定第５号 平成29年度養老町立食肉事業センター特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第８ 認定第６号 平成29年度養老町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第９ 認定第７号 平成29年度養老町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第10 認定第８号 平成29年度養老町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第11 認定第９号 平成29年度養老町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第12 認定第10号 平成29年度養老町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第13 認定第11号 平成29年度養老町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第14 選任第７号 決算特別委員会委員の選任について 

日程第15 議案第52号 養老町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第16 同意第８号 教育委員会教育長の任命同意について 

日程第17 同意第９号 教育委員会委員の任命同意について 

日程第18 議案第53号 町道路線の認定について 

日程第19 議案第54号 平成30年度養老町一般会計補正予算（第２号） 

日程第20 議案第55号 平成30年度養老町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 



－２－ 

日程第21 議案第56号 平成30年度養老町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

──────────────────────────────────────────── 

○本日の議長並びに出席議員及び欠席議員は次のとおりである。 

      議長  大 橋 三 男 

○出 席 議 員 

      １番  北 倉 義 博         ２番  岩 永 義 仁 

      ３番  長 澤 龍 夫         ４番  大 橋 三 男 

      ５番  三 田 正 敏         ６番  吉 田 太 郎 

      ７番  早 崎 百合子         ８番  野 村 永 一 

      ９番  田 中 敏 弘         10番  松 永 民 夫 

      11番  林   輝 見         12番  青 山 貞 一 

      13番  水 谷 久美子 

○欠 席 議 員 

      なし 

──────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第121条の規定により議場に出席した者は次のとおりである。 

町     長  大 橋   孝  副  町  長  柏 渕 裕 昭 

教  育  長  並 河 清 次  総 務 部 長  田 中 信 行 

総務部総務課長  中 島 恵 美  
総  務  部
企 画 政 策 課 長

 川 地 憲 元 

総務部税務課長  西 川 敏 明  
住民福祉部長兼
健 康 福 祉 課 長

 久保寺 利 明 

住 民 福 祉 部
住 民 人 権 課 長

 伊 藤 幸 広  
住 民 福 祉 部
子 ど も 課 長

 川 口 智 也 

住 民 福 祉 部
生 活 環 境 課 長

 渡 辺 章 博  
産業建設部長兼
水 道 課 長

 田 中 一 也 

産業建設部課長  前 田 勝 治  
産 業 建 設 部
農 林 振 興 課 長

 松 岡 弘 泰 

産業建設部企業誘致 
・商工観光課長

 大 倉   修  
産 業 建 設 部
建 設 課 長

 高 橋 正 人 

会 計 管 理 者 兼
会 計 課 長

 田 中   隆  
教育委員会事務局長兼 
教育総務課長兼
スポーツ振興課長 

 佐 藤 嘉 但 

教 育 委 員 会
生 涯 学 習 課 長

 古 川 一 夫  消 防 長  野 村 博 治 

消 防 次 長 兼
予 防 課 長

 吉 田 英 之  
消 防 次 長 兼
警 防 課 長

 三 和 隆 夫 
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消 防 総 務 課 長  廣 澤 幸 雄     

──────────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者は次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  藤 田 勝 彦  議会事務局書記  稲 川 諭実彦 
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（開会時間 午前９時30分）  

○議長（大橋三男君） 皆さん、おはようございます。 

 平成30年第３回養老町議会定例会を開会するに当たり、議員並びに執行部各位には、

何かと御多用のところ御出席を賜りありがとうございます。 

 まず開議に先立ち、町民憲章の朗唱を行います。全員の御起立をお願いします。傍聴

者の皆様も御一緒にお願いします。 

―― 「町民憲章」朗唱 ―― 

○議長（大橋三男君） ありがとうございました。御着席ください。 

 本日の会議は、全員出席でございます。 

 ここで、報道機関及び町広報委員に限り、今定例会開会中、議場内の会議の状況につ

いて、取材のための写真撮影を許可いたしました。また、インターネット録画放送のた

め、議場内のビデオ撮影を行います。 

 ただいまから平成30年第３回養老町議会定例会を開会し、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第127条の規定によって、１番 北倉義博君、２番 岩永義仁君を指名いた

します。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 ここで、９月６日、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について審査されま

した。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 早崎百合子君。 

○議会運営委員長（早崎百合子君） 議会運営委員会報告をいたします。 

 去る９月６日午前10時より、委員及び正・副議長、並びに執行部の出席のもとに開会

いたしました。 

 協議事項は、平成30年第３回養老町議会定例会の日程及び運営についてであります。 

 まず会期につきましては、本日９月12日水曜日から９月27日木曜日までの16日間で、

本会議の開会時間は午前９時30分からといたしました。 

 議事日程につきましては、１．開会宣言、２．会議録署名議員の指名、３．会期の決

定、４．諸般の報告、５．議案の提案説明及び委員会付託、６．町政一般に関する質問、

７．議案の審議、この順で議会運営を行うことに決定いたしました。 

 一般質問は、議会２日目の９月26日水曜日に行うことと決定し、発言順序は通告の受

け付け順と決定しました。 

 次に、審議する議案につきましては、決算認定についてが10件、条例の一部改正につ
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いてが１件、人事案件についてが２件、町道路線の認定についてが１件、補正予算につ

いてが３件、以上合計17件であります。 

 審議方法につきましては、議事日程の日程第４、平成29年度養老町一般会計歳入歳出

決算認定についてから、日程第13、平成29年度養老町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてまでの10議案は、議会初日に一括上程し、提案説明を受けて、総括質

疑後、決算特別委員会の設置を議題とし、設置の議決後、委員を選任し、その議案を付

託して審査願うこと。また、この決算特別委員会には、地方自治法第98条第１項の権限

を委任することとし、議会最終日に委員長より報告を受け、委員長への質疑後、討論を

経て採決すること。 

 次に、日程第15、養老町税条例等の一部を改正する条例について、及び日程第18、町

道路線の認定についてから、日程第21、平成30年度養老町介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）までの５議案は、議会初日に逐条上程し、提案理由の説明を受け、総括質

疑後、熟議を図るため、それぞれ所管の総務民生委員会及び産業建設委員会にその審査

を付託し、議会最終日に委員長報告を受けて、各委員長への質疑後、討論を経て採決す

ること。 

 次に、日程第16、教育委員会教育長の任命同意について及び日程第17、教育委員会委

員の任命同意についての２議案については、人事案件につき、議会初日に逐条上程し、

提案理由の説明を受け、質疑を行い、討論を省略して採決すること。 

 なお、日程第４から日程第13までの平成29年度養老町一般会計及び各特別会計の決算

認定についての審査を付託する決算特別委員会の開催は、９月14日金曜日及び18日火曜

日の２日間とし、それぞれ午前10時から開会されるよう要請すること。 

 次に、日程第15、養老町税条例等の一部を改正する条例について、日程第19、平成30

年度養老町一般会計補正予算（第２号）から日程第21、平成30年度養老町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）の計４議案の審査の付託先である総務民生委員会は、９月

13日木曜日の午後１時30分から、また日程第18、町道路線の認定について及び日程第19、

平成30年度養老町一般会計補正予算（第２号）の計２議案の審査の付託先である産業建

設委員会は、９月13日木曜日の午前10時から開会するよう、各委員長へ要請すること。 

 以上のように決定いたしました。 

 これで議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（大橋三男君） 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

 お諮りをいたします。 

 ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日９月12日

から９月27日までの16日間にいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 
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 よって、会期は本日９月12日から９月27日までの16日間と決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の日程については、お手元に配付してあるとおりであります。 

 また、監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成30年度８月

分の現金出納検査結果報告書が議長に提出されております。 

 ここで、平成30年７月30日付で請求のありました青山議員への養老町政治倫理審査請

求につきまして、審査会の報告を受け、９月６日に決定した措置に基づき、議場での厳

重注意をただいまより行います。 

 青山貞一君、御起立ください。 

 厳重注意文。 

 青山議員は、平成30年６月21日に開催された議会改革特別委員会において、不適切な

発言及び委員長の許可なく委員会を途中退席したことは、町民全体の代表者としての品

位と名誉を損なう行為であり、養老町議会議員政治倫理条例第３条第１項第１号の政治

倫理基準に違反する行為である。このことは、議員の職分を鑑み、まことに遺憾である。 

 よって、養老町議会議長として、青山議員に対し、今後の議員活動を行う上で、その

品位と名誉を保つよう強く求めるものであります。 

 なお、議員の主張や意見は、委員会や議会において、議員間での議論を深めることが

議員としての職務であり、職責であることを申し添えます。 

 平成30年９月12日、養老町議会議長 大橋三男。 

 以上です。御着席ください。 

 これに対しまして、青山議員より、謝罪要求の措置に対して謝罪の申し入れがありま

したので、発言を許可したいと思います。 

 青山貞一君、演台で。 

○１２番（青山貞一君） ただいま議長より報告ありましたように、６月21日の議会改革

特別委員会におきまして、冒頭、委員会の進め方について委員長と意見がかみ合わず、

私、途中で退席をいたしました。まことに不適切な行動であったと反省をしております。 

 今後は、より一層議員活動を誠実に進めてまいりたいと、こんなふうに思っておりま

すので、今回の件は、まことに申しわけありませんという気持ちでいっぱいであります。 

 どうも申しわけありませんでした。 

○議長（大橋三男君） それでは、次に常任委員長の報告をいたします。 

 総務民生委員会におきまして、９月６日付、青山貞一議員の委員長辞任届を受けて、

同日開催の委員会にて辞任を許可し、新委員長に水谷久美子君が選任されましたことを

御報告いたします。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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 ここで、町長の挨拶をお願いします。 

 養老町長。 

○町長（大橋 孝君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、足元の悪い中、平成30年第３回定例議会を開催するに当たり、議員各位には、

何かとお忙しい中を御出席いただきましてまことにありがとうございます。 

 まず、この７月の豪雨により亡くなられた200名を超える方々、そしてまたこの先週、

北海道での地震で亡くなられた40名を超える方々に、心から御冥福をお祈り申し上げた

いと思います。 

 ことしは、冬の福井豪雪と言われる寒さから、７月には、先ほど言いました豪雨、そ

して災害とも言われる酷暑、そして逆走台風、そしてこのまた地震と、また台風21号と

いうことでございます。 

 台風21号につきましては、風台風ということでありましたけれども、町内において大

きな被害はなかったわけですけれども、100件を超えるさまざまな報告も受けておりま

す。中には、小学生の子が、ガラスの破片が首に当たって、多量の出血で救急車で運ば

れたというようなケースもございました。このように、災害というのは必ずいつも来る

んだというような心構えでいなければならない、そういった異常気象が続いております。 

 これから町民に対しても、やはり自分の身は自分で守る自助、そしてお互いに守りあ

う共助というものをしっかりと御理解いただいて、我が町にもし災害があったときには

一人の犠牲者も出さない、そういった覚悟で臨んでいきたいと、それがまた施策の中の

第一の重要施策になるのではないかというように考えております。 

 議員各位におかれましても、この件について何かと御尽力賜りますよう、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。 

 本定例会につきましては、17の議案を提出させていただいております。どうか慎重審

議、よろしくお願いを申し上げたいと思います。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 町長の挨拶が終わりました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第４、認定第２号から日程第13、認定第11号までの10

議案は、本日は一括議題として上程後、提案理由の説明を受け、総括質疑のみ行います。 

 それでは、日程第４、認定第２号 平成29年度養老町一般会計歳入歳出決算認定につ

いてから、日程第13、認定第11号 平成29年度養老町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてまでの計10議案を一括議題といたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま一括上程を賜りました認定第２号 平成29年度養老町一

般会計歳入歳出決算認定についてから認定第11号 平成29年度養老町後期高齢者医療特
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別会計歳入歳出決算認定について、その概要を順次説明をさせていただきます。 

 初めに、11ページの一般会計歳入歳出決算についてでございます。 

 歳入総額107億6,738万2,000円、歳出総額104億6,887万円で、歳入歳出差し引き２億

9,851万2,000円となっておりますが、このうち翌年度へ繰り越すべき財源を差し引きま

すと、実質収支は２億8,578万4,000円となりました。前年度に比べて、歳入は１億32万

6,000円の減、歳出は１億4,396万7,000円の減でございます。 

 歳入のうち、一般財源である町税につきましては、固定資産税の増収などにより、対

前年度比500万3,000円増の34億8,935万円で、わずかながら増収となり、また地方消費

税交付金につきましても、対前年度比869万7,000円増の４億9,263万3,000円となりまし

た。しかしながら、地方交付税につきましては、対前年度比5,502万4,000円減の21億

9,701万5,000円となりました。 

 次に、国庫支出金につきましては、社会資本整備交付金、保育所運営費負担金（私立

分）、地方創生推進交付金などであり、対前年度比としては、１億9,684万3,000円減の

９億2,964万1,000円となりました。 

 次に、県支出金につきましては、福祉医療費助成金（重度心身障害者分）、多面的機

能支払交付金事業補助金などであり、対前年度比としては、２億2,434万3,000円減の７

億9,309万7,000円となりました。 

 次に、繰入金につきましては、一般財源の減収などに伴い、対前年度１億6,623万

2,000円増の４億3,298万2,000円となりました。また、地方債につきましては、保健体

育債などの町債発行額の増によりまして、対前年度比１億110万円、11.49％増の９億

8,110万円となりました。 

 次に、調定額のうち4,436万4,000円を不納欠損処分いたしましたが、このうち町税に

ついては4,167万9,000円、前年度に比べて1,431万2,000円の増でありますが、住宅使用

料の不納欠損の減により、全体としては、前年度に比べて651万5,000円の増でございま

す。 

 また、収入未済額につきましては、町税、使用料などで３億7,674万1,000円でござい

ます。そのうち町税が３億1,943万1,000円で、前年度に比べて3,311万2,000円の減額と

はなりましたが、財源の確保と公平性の見地から、引き続き徴収の強化に努めていかな

ければならないと考えております。 

 次に、歳出についてでありますが、目的別に構成比の高い経費から見てみますと、民

生費36億3,334万6,000円、構成比34.7％、総務費13億6,245万8,000円、構成比13.0％、

教育費13億1,692万2,000円、構成比12.6％となっております。 

 また、事業費の大きいものとしましては、体育施設整備事業、養老改元1300年プロジ

ェクト事業、児童発達支援事業所建設事業（養北）などでございます。 

 以上が、一般会計決算の概要でございます。 
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 次に、104ページの国民健康保険特別会計についてでございますが、歳入総額45億90

万3,000円、歳出総額39億9,039万7,000円、歳入歳出差引額が５億1,050万6,000円とな

りました。 

 歳入については、国庫支出金、基金繰入金等は減額となりましたが、前期高齢者交付

金、繰越金等の増加に伴い、１億2,109万7,000円の増となりました。また、国民健康保

険税については８億1,587万3,000円となり、前年度に比べ2,878万7,000円の増となりま

した。それから、不納欠損額が2,411万6,000円、収入未済額が２億4,344万7,000円とな

っており、町税と同様に、できるだけ少なくなるよう進めてまいりたいと思っておりま

す。歳出については、医療費の減少に伴う保険給付費、共同事業拠出金等の支出の減少

により1,484万3,000円の減となりました。 

 次に、127ページの簡易水道特別会計でございます。 

 歳入総額3,018万3,000円、歳出総額1,317万6,000円、歳入歳出差引額が1,700万7,000

円となりました。歳入については、繰越金等の増額により78万円の増となりました。歳

出については、工事請負費等の減額により、前年度に比べて435万7,000円の減となりま

した。 

 次に、136ページの食肉事業センター特別会計でございます。 

 歳入総額１億3,423万8,000円、歳出総額１億3,417万6,000円、歳入歳出差引額６万

2,000円となりました。歳入については1,002万6,000円の減で、歳入のうち事業収入に

つきましては7,189万円で、前年度に比べて468万3,000円の減となりました。歳出につ

いては、528万円の減となりました。 

 次に、149ページの住宅新築資金等貸付特別会計でございます。 

 歳入総額6,011万円、歳出総額630万5,000円、歳入歳出差引額5,380万5,000円となり、

主に貸付金の元利収入をもって公債費の償還を行っているものであり、法的措置につい

ても順次進めております。 

 次に、158ページの公共下水道事業特別会計でございます。 

 歳入総額３億5,782万7,000円、歳出総額３億4,722万8,000円、歳入歳出差引額1,059

万9,000円となりました。歳入については634万5,000円の増となり、歳入のうち下水道

使用料は9,982万9,000円で、また不納欠損額は38万9,000円、収入未済額は1,769万

3,000円でございます。歳出については、総務費及び処理場管理費の増額により、前年

度に比べ664万円の増となりました。 

 次に、171ページの農業集落排水事業特別会計でございます。 

 歳入総額3,133万3,000円、歳出総額2,818万4,000円、歳入歳出差引額314万9,000円と

なりました。歳入については130万5,000円の増となり、歳入のうち農業集落排水使用料

は724万5,000円で、収入未済額は27万4,000円でございます。歳出については、前年度

とほぼ同額でございます。 
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 次に、182ページの介護保険事業特別会計でございます。 

 歳入総額29億696万円、歳出総額26億9,732万6,000円、歳入歳出差引額２億963万

4,000円となりました。歳入の合計は、前年度に比べて２億3,625万6,000円の増でござ

います。歳入のうち介護保険料は５億7,526万6,000円で、950万9,000円の増でございま

す。また、不納欠損額は606万円で、収入未済額は1,487万3,000円でございます。 

 歳出は、前年度に比べて１億8,024万7,000円の増となり、歳出のうち保険給付費が

5,296万7,000円の増で、24億3,671万9,000円となりました。 

 次に、205ページの介護サービス事業特別会計でございます。 

 歳入総額1,517万3,000円、歳出総額1,440万4,000円、歳入歳出差引額76万9,000円と

なり、前年度とほぼ同額となりました。 

 最後に、214ページの後期高齢者医療特別会計でございます。 

 歳入総額３億1,342万5,000円、歳出総額３億1,247万円、歳入歳出差引額95万5,000円

となりました。歳入については、前年度に比べて1,479万9,000円の増となり、歳入のう

ち後期高齢者医療保険料は、前年度に比べて1,018万4,000円増の２億1,038万3,000円で、

不納欠損額は38万2,000円、収入未済額は323万1,000円でございます。歳出については、

1,479万7,000円の増となりました。 

 以上で、一括上程されました認定第２号から認定第11号までの決算の認定についての

概要説明とさせていただきます。 

 一般会計の詳細につきましては、担当部長に補足説明をさせますので、十分御審議を

賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（大橋三男君） 田中総務部長、補足説明。 

○総務部長（田中信行君） それでは、私のほうから一般会計について補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、５ページの歳入につきましては、合計で107億6,738万2,222円、前年度に比べ

て１億32万5,882円の減でございます。 

 最初に、一般財源であります町税につきましては、500万3,658円増の34億8,935万359

円となり、そのほかの一般財源であります地方消費税交付金も869万7,000円増の４億

9,263万3,000円となりましたが、地方交付税については、5,502万4,000円減の21億

9,701万5,000円となりました。 

 次に、国庫支出金につきましては、１億9,684万3,000円減の９億2,964万504円で、内

訳としましては、社会資本整備総合交付金9,531万7,000円、保育所運営費負担金8,113

万1,000円、地方創生推進交付金5,004万円などでございます。 

 次に、県支出金につきましては、２億2,434万3,000円減の７億9,309万6,596円で、内

訳としましては、福祉医療費補助金１億3,295万2,000円、多面的機能支払交付金事業補

助金8,264万4,000円などでございます。 
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 次に、寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金が増加したことなどにより、

9,346万8,000円増の１億1,963万9,000円となりました。 

 次の基金繰入金については、一般財源の減収などに伴い、１億6,623万2,000円増の４

億3,298万2,000円で、内訳としましては財政調整基金繰入金２億4,000万円、減債基金

繰入金3,500万円、まちづくり整備基金繰入金9,721万6,000円などでございます。 

 次に、地方債につきましては、１億110万円増の９億8,110万円で、内訳としましては、

臨時財政対策債４億5,570万円、保健体育施設整備事業債１億9,550万円、児童福祉施設

整備事業債１億2,790万円などでございます。 

 次に、歳入の調定額のうち4,436万3,925円を不納欠損処分しましたが、この内訳につ

きましては、町税が4,167万9,135円、コミュニティプラント使用料１万5,450円、住宅

使用料266万9,340円でございます。不納欠損額につきましては、前年度に比べて651万

4,930円の増でございます。 

 また、収入未済額につきましては、町税負担金、使用料、手数料、財産収入で、合計

で３億7,674万723円でございます。そのうち町税が３億1,943万503円で、前年度に比べ

て3,311万1,827円の減となっております。 

 次に、９ページの歳出でございますが、合計で104億6,886万9,524円となり、前年度

に比べて１億4,396万7,628円の減でございます。 

 歳出の主なものとしましては、体育施設整備事業２億6,972万6,760円、養老改元1300

年プロジェクト事業１億7,683万4,893円、児童発達支援事業所建設事業１億2,044万

3,545円、多面的機能支払交付金事業１億1,372万2,356円などでございます。 

 翌年度繰越額は、繰越明許費が２億4,773万3,000円、事故繰越が696万4,000円で、そ

のうち一般財源については、繰越明許費が576万4,000円、事故繰越が696万4,000円でご

ざいます。 

 次に、地方財政状況調査のいわゆる決算統計でございますが、普通会計から見た財政

指標ですが、確定数値ではなく速報数値になりますので、御了承をお願いしたいと思い

ますが、経常収支比率については、前年度に比べて0.7％上昇し、88.7％となりました。

これは、町税や地方消費税交付金の微増により、経常的一般財源等は増加したものの、

普通建設事業費の減少による事業費支弁額の減少等に基づく人件費の増加や公債費等の

増加に伴う経常的経費充当一般財源等の増加によるものです。 

 次に、普通会計の地方債残高は、後年度に地方交付税に算入される臨時財政対策債の

残高が引き続き増加していることなどにより、前年度に比べ２億2,758万2,000円増の

101億1,024万7,000円となりました。また、健全化判断比率及び資金不足比率について

ですが、実質公債費比率が対前年度比0.2％減の7.7％、将来負担比率は8.6％増の

90.6％となり、指標としては特に問題のない数字となっております。 

 以上で、一般会計決算の補足説明とさせていただきます。 
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○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより総括質疑を行います。 

 なお、本案は決算特別委員会を設置し、その委員会に付託の上、審査したいと思いま

すので、ここでの質疑は総括的、あるいは大綱的な質疑にとどめていただくようお願い

をいたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 10番 松永民夫君。 

○１０番（松永民夫君） 一般会計の不納欠損についてをちょっとお尋ねいたします。 

 先ほどの説明の中で、一般会計の不納欠損が600万円ほど増加をしておるというよう

なことでございますが、特に不納欠損する場合は、倒産、自己破産、また滞納している

方が死亡された場合、これを相続放棄された場合はやむを得ませんが、普通に生活をし

ていて滞納されておるような方が多々あります。 

 そういうような中で、養老町の29年度の差し押さえの件数、そして差し押さえの内容、

どのような内容を差し押さえしているかをお尋ねいたします。 

○議長（大橋三男君） 西川税務課長、答弁。 

○総務部税務課長（西川敏明君） ただいまの松永議員さんの御質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 29年度の差し押さえの件数でございますが、全体で80件ということでございます。内

訳といたしましては、国税の還付金が11件、債権といたしまして、給与が２件、年金が

２件、預貯金が51件、生命保険が13件、賃借料１件ということでございます。以上でご

ざいます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 10番 松永民夫君。 

○１０番（松永民夫君） ただいま説明を受けた中で、養老町の場合、動産・不動産はや

っていないというような回答でございますが、私が調べました東京都狛江市でございま

すが、徹底的な差し押さえをやっておりまして、徴収率、平成29年度の現年分で99.8％、

過年度分も含めて99.6％というような驚異的な徴収率を誇っております。これは、この

市が８年ほど前から徹底的な差し押さえをして、特に給与の差し押さえを８年間で100

倍に持っていったというようなことで、給与の差し押さえについては４分の１しか残り

ません。４分の３は本人が取得できる金額でございますので、生活には事欠きません。

ぜひ養老町も、給与を２件やっておるというようなことでございますが、これも含め、

しっかりとやっていただきたい。 

 そして、これは町長にお尋ねをいたしますが、近隣市町の滞納、そして不納欠損の金

額を私は調べました。滞納につきましては、垂井町は、ほぼ人口が養老町と拮抗してお
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りますが、養老町の収入未済額が４億1,000万、垂井町は9,900万、約４分の１でござい

ます。そして不納欠損につきましても、私が調べました資料の中において、養老町の場

合、人口１人当たり1,366円、不納欠損の金額でございますが、近隣の市町、約４分の

１ぐらいの不納欠損の金額でございますので、養老町は差し押さえをもっとしっかりや

っていただきたいと思いますが、町長の見解を求めます。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君、答弁。 

○町長（大橋 孝君） 松永議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 徴収率を上げるために、庁内でもいろいろと議論をするわけでございます。そんな中

で、給与の差し押さえというのが、一番効果があるということは十分に承知をいたして

おります。給与の差し押さえということになりますと、勤務先に滞納の事実が知れると

か、債権差し押さえ通知書が勤務先に行くとかというようなことがございまして、個人

的な中傷と、言葉がちょっと見当たりませんけれども、非常に社会的にも影響を受ける

というようなことで、現在なるべく給与についてはしない、そのかわり保険金であった

り、そういったものについて差し押さえをしているわけでございます。 

 御質問のとおり、養老町、大変未済額も、そして不納欠損も多いという事実で、徴収

推進室をつくったりしながら徴収の増加に向けてまいりました。少なからぬ効果はあっ

たと思いますけれども、それでも、これだけの多額の不納欠損等が起きるということに

なれば、これから給与の差し押さえ等も考えていかなきゃならないのかなという思いで

今はおります。以上でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 10番 松永民夫君。 

○１０番（松永民夫君） 特に、不納欠損は５年を経過したら自動的に欠損になります。

欠損にする前に、多額の不納欠損をする場合はぜひ臨戸をしていただいて、本人に相談

をしていただいて、少しでも差し押さえをすれば時効が中断し、新たに５年の期間が延

長いたしますので、ぜひそういうような努力をしていただいて、税務課員は徴税吏員と

いう資格を持っております。警察より強い権限を持っております。調査権、差し押さえ

権がございますので、ぜひそれを実行していただいて、養老町民のために不納欠損を少

なくして、町税を上げる努力をしていただきたい、そのようにお願いをいたしておきま

す。 

○議長（大橋三男君） 返答は要りませんか。 

○１０番（松永民夫君） はい。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） ９番 田中敏弘君。 

○９番（田中敏弘君） それでは、一般会計の関係で３点についてお伺いします。 
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 まず１点目としては、養老改元から1300年目の節目の年である平成29年を、養老町が

さらに発展・飛躍する契機と捉え、県内外の交流人口の拡大や地域活性化を図るため、

地域住民や各種団体、事業者等の協働による養老改元1300年祭を開催され、本年３月19

日、全協において、養老改元1300年祭本祭の総括と今後の展望として、集客数は19万

8,000人、経済波及効果は７億6,200万円、就業誘発効果は88人、広報・パブリシティー

効果は約２億900万円あったと報告を受けたところですが、この成果、盛り上がりを100

年先へつなげていくために、幹部職員の英知を結集し、さらなる施策を継続的に展開さ

れるよう求めたいと思います。1300年祭から学ばれた収穫はたくさんあったと思います

が、守りの姿勢ではなく、攻めの姿勢で何事にも挑戦していかなければ道は開かれない

と思っています。この件に対しては、総務部長にコメントをいただきたいと思います。 

 ２点目として、平成29年の施政方針の輝く人のまち【人】の関係の学校教育について

であります。 

 養老町教育大綱に基づき、養老町で子供を育ててよかったと誰もが実感できる教育を

進めてまいります。そして、コミュニティ・スクールについては、平成29年度において

は全ての小・中学校を指定し、学校と地域が一体となり、子供たちの成長を支えていく

とうたっておられます。将来のまちづくりの担い手となる子供たち、人づくりとの観点

から重要施策と思いますが、教育長にこのことについて総括を求めます。 

 ３点目として、活力のあるまち【基盤】の中で、観光についてであります。 

 養老公園玄関口である養老鉄道養老駅に案内所を新設し、名所案内するコンシェルジ

ュを配置されました。事業の評価を求めます。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

○議長（大橋三男君） 田中総務部長、答弁。 

○総務部長（田中信行君） ただいまの田中議員の御質問にお答えいたします。 

 養老改元1300年の成果を生かした今後についてということでございますが、まず養老

改元1300年祭本祭につきましては、先ほど質問にもありましたが、議会全員協議会にお

いて総括と今後の展望として御報告をさせていただいております。集客数、経済波及効

果、広報・パブリシティー効果は、議員の御質問にもございましたが、非常に高い効果

を得たのではないかと思っております。さらに、その報告の中で課題とその対応につい

てもお示しをさせていただいておりますが、養老公園をメーン会場とした場合、臨時駐

車場の確保や効果的な交通誘導、公共交通機関の利用促進、ボランティアの活用等、今

後継続する事業の中では、これらの課題もあわせて検討していかなければならないと考

えております。 

 また、養老のブランドイメージやインフラ環境をもとに、地場産業の振興、移住・定

住の促進につながる環境の向上や安心・安全の確保、雇用の充実のための事業を町民と

の協働の力で継承しながら、次に向けて実施していくことが必要であるというふうに認
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識しております。 

 また、2015年に実施されました国勢調査によりますと、養老町の人口も公表されてお

りますが、大変少なくなっておりまして、今後の人口推移を見ても非常に厳しい数字が

予想されておりますので、危機感を持って人口減少に取り組んでいかなければならない

と考えております。 

 それで、これらに対応するため、定住・移住や子育て支援の施策や各種事業、その具

体的な取り組みについて全職員から提案を現在もらったところでございまして、現在、

精査中ということでございます。今後、部課長会の中や、今年度設置いたしました養老

町まちづくり計画等策定プロジェクトチーム会議においても議論を重ね、計画への反映、

事業の実現に向けて進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 並河教育長、答弁。 

○教育長（並河清次君） コミュニティ・スクールの総括について、田中議員の質問に答

えさせていただきます。 

 次の４点で答えさせていただきます。指定について。２点目は、教育委員会としての

評価について。３点目は、成果と課題について。学校からの報告を受けてということで

すが。最後に、今後の方向についてお話しさせていただきます。 

 まず、初めにコミュニティ・スクールの指定に関しましては、昨年12月、平成29年12

月の高田中学校の指定をもって、町内全小・中学校のコミュニティ・スクールの指定が

終わりました。 

 次に、コミュニティ・スクールとして指定したことに関しての教育委員会としての評

価ですが、地域差が実はあるんですけれども、全体としては、地域の子供は地域で育て

ていこうという気風が高まってきているというふうに考えております。支援サポーター

の数もふえてきており、地域自治町民会議の中にしっかりと位置づけていただいている

地域もあり、住民こぞって子供を育てていこうとしていただけているように感じており

ます。 

 ３点目に、学校からの報告をもとに、成果と課題について話させていただきます。 

 まず、これまでの成果としましては、地域の方々の受けとめ方としましては、区長さ

んや公民館長さん方に、コミュニティ・スクールの活動が地域を活性化する足がかりと

なると喜んでいただいている。地域に積極的に子供が出ることによって地域や保護者と

の連携が進むことにつながり、子供を中心とした地域と保護者を結びつけることにもな

っているというふうです。 

 地域住民や協議会委員の意識に関しましては、学校運営協議会の委員の方々に自分た

ちが学校運営にかかわっているという意識を持っていただけるようになった。学校に要

望や意見を言うという姿勢から、自分たちができることをやっていこう、会議だから学
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校に行くのではなく、時間があるから学校の様子を見てみようという姿勢に変わりつつ

ある。 

 そして、支援サポーターに関しましては、学校支援サポーターの方を中心に、学校の

ために、子供たちのためにできることはないかという気持ちで、たくさんの地域の方が

今まで以上に学校を組織的に応援してくださるようになった。それから、リーフレット

を作成し、全戸に配付することによって、より多くの方にコミュニティ・スクールを理

解していただけ、ボランティア登録者数が多くなった。 

 それから、児童・生徒の姿につきましては、ふるさと学習等で地域の方々との触れ合

いの中で、地域の方々から自分たちが大切に思われているということを実感することが

できるようになった。地域講師によるふるさと学習を多く仕組むことによって、ふるさ

とを知り、ふるさとに愛着を持てる児童が多くなった。子供の挨拶が返ってくるように

なってきて、成果が出ているというような報告をいただいております。 

 次に、課題ですが、住民にはまだまだ温度差があるので、より一層啓発していく必要

がある。学校支援サポーター登録へのハードルを下げ、誰でも気軽に参加できるシステ

ムを構築していく必要がある。学校運営協議会の役員は、充て職の方が多く、他の役員

と重なっている方が多いので、メンバーの人選を考えていく必要がある。地域住民やサ

ポーターへ、さらなる情報発信をしていく必要があるということでした。 

 最後に、今後の方向につきましては、地域とともにある学校、学校と地域が一体とな

り、子供の成長を支えていくという考えを一層広めていくとともに、そのための体制を

整えていきたいというふうに考えております。 

 具体的には、昨年の教育振興大会で２校の実践発表をしてもらいました。各地域でど

のようなことをやっているのかわからないので、交流をすることによって各地域の活動

内容を広めていきたい、深めていきたいということで行いました。ことしも、11月10日

に教育振興大会を行います。そのときは、笠郷小学校と東部中学校の実践の発表をして

もらいます。 

 もう一つ、今後の方向として、学校支援サポーターの方とコミュニティ・スクールと

の効果的な連携、協働のための方策について、一緒に考えていきたいなあというふうに

思っています。サポーターとコミュニティ・スクールとのつなぎなんですけれども、そ

れについて、実はこれが11月10日のポスターですけれども、この教育講演会の講師とし

て、今お話しした内容について、演題ですけど、「養老町の未来を託す 地域づくりを

どう構築するか ～コミュニティ・スクールと協働本部の一体化をめざして～」と題し

て、愛知県地域学校協働本部推進会議委員の椙村さんをお呼びして、お話を聞く予定を

しています。さらに一歩進めていきたいというふうに考えています。 

 最後に、地域自治町民会議との関連ですけれども、上多度、笠郷、広幡地区では、地

域自治町民会議の教育部会として、コミュニティ・スクールを位置づけていただいてお
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り、地域ぐるみで子供の教育にかかわっていただいております。上多度地区では、文化

教育商工部会の活動として、ふるさと学習プロジェクトというのを計画していただいて

おり、笠郷地区では、教育・文化・商工部会で、学校、家庭、地域が一体となって子供

を育てることに取り組んでいただいており、広幡地区では、文化・教育部会の重点的な

取り組みとして、コミュニティ・スクールで３世代交流を目標に掲げて進めていただい

ております。 

 地域自治町民会議が広がり、コミュニティ・スクールを地域活動にしっかりと位置づ

けていただき、地域の子供は地域みんなで育てていこうという気風が一層広がっていく

ことを強く願っております。以上です。 

○議長（大橋三男君） 大倉企業誘致・商工観光課長、答弁。 

○産業建設部企業誘致・商工観光課長（大倉 修君） それでは、田中議員の３点目の観

光案内所につきまして、私のほうから回答させていただきます。 

 養老駅観光案内所につきましては、平成29年度から養老町観光協会に委託し、土・日、

祝日の午前９時から３時まで案内人を１人配置しております。平成29年度におきまして

は、４月から12月、また本年３月の10カ月になりますけれども、案内所を96日開所し、

案内を実施いたしました。案内人は、ホームに電車が到着するたびに改札口でお迎えを

し、目的や目的地をお伺いしながら無料シャトルバスに御案内をし、バスが出発すると

きには手を振ってお見送りしていただくようにしていただいております。 

 観光客の皆さんからの問い合わせといたしましては、養老の滝や養老天命反転地への

行き方、また所要時間、食事の場所ですとか、トイレなど、さまざまございますけれど

も、そうしたお問い合わせに対して親切にお答えすることで、養老町にお越しいただき

ました皆様におもてなしができるようになったのではないかというふうに考えておりま

す。 

 案内所につきましては、引き続き情報の収集ですとか、観光案内人の資質の向上に努

め、さらなる充実を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。以上でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） ９番 田中敏弘君。 

○９番（田中敏弘君） それぞれの立場で意気込みが伝わってきましたが、いずれにして

も、いろんな施策はエンドレスでございますので、今後さらなる奮起を促して、質疑を

終わります。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 13番 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） それでは、３点で総括質疑をさせていただきたいと思います。 
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 まず１点目は、町債についてです。 

 新年度予算では、臨時財政対策債に５億1,000万円、児童福祉施設整備事業債で２億

9,100万円、地方道路など整備事業債で１億1,630万円、体育施設整備事業債で１億

5,900万円を計上し、総額で前年比59.2％増の12億3,170万円を計上いたしました。 

 決算においては、先ほども説明がありましたように、収入済額９億8,110万円でござ

いました。普通債において、予算計上の段階で、発行可能限度額に対してどのように見

積もったのかについてお尋ねをしたいと思います。 

 ２点目は、平成29年度の町長の施政方針の中で、養北認定こども園の建設事業がござ

いました。平成30年度の開園を目指し、事業者に対して補助を行い、保育環境の整備を

進めてまいります。また、この施設には地域子育て支援室と病後児保育が併設される予

定であり、子育て世代の育児不安の解消や多様な保育ニーズに対応してまいりますと施

政方針で高らかに述べられましたが、この事業は、事業者との協議が町の不手際で事業

者に大変迷惑をかけたと私は思っています。また、この施政方針に対して、結果的には、

養北認定こども園は30年度には開設できませんでした。これらに対して町長はどのよう

な総括をされ、この経験を新年度の町政運営の中にどう生かしていくのか、お尋ねした

いと思います。 

 ３点目は、今、非常に問題になっております障害者雇用率水増し偽装問題でございま

す。法定雇用率、2017年６月１日現在で、国や地方自治体は2.3％と承知をいたしてお

ります。同じく2017年６月１日の実雇用率が、国2.50％、都道府県2.65％、市町村

2.44％と報告し、その後、水増しが相次いで発覚したというふうに認識しておりますが、

当町の平成29年度における職員の障害者雇用率についてお尋ねをいたします。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君、答弁。 

○町長（大橋 孝君） 水谷議員から３点について御質問いただきましたが、私は２点目

の養北認定こども園についてのお答えをさせていただきたいと思います。 

 当初、民間の方に請け負っていただいて、開園をしていただこうということで予算化

をしたところがございます。反省点としては、前にも述べさせていただいたことがござ

いますけれども、しっかりと事業者との間で認識を一緒にして、覚書等をきちっと調え

ておかなければならなかったという大きな反省点がございます。そういった意味で、こ

れから各事業、民間の協力をいただくことが多くなろうかとも思いますけれども、そう

いった場合においても、きちんと両者との意見の取りつけといいますか、そういったも

のはしておかなければならないというふうに考えておるところでございます。 

 開園が２年ほどおくれたということで、大変地元の方々の期待を裏切るような結果に

もなりましたけれども、今後は、しっかりとそういった面において話し合い等しながら

進めていきたいと考えております。以上でございます。 

 あと２点につきましては、それぞれ担当課のほうでお答えをさせていただきます。 
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○議長（大橋三男君） 田中総務部長、答弁。 

○総務部長（田中信行君） ただいまの水谷議員の地方債関係について、御回答を申し上

げたいと思います。 

 地方債の予算計上についてどのようにやっているか、限度額についてはどのように計

算してやっているのかというようなことでございますが、地方債の限度額については、

先ほど質問にはございませんでしたが、臨時財政対策債については、普通交付税算定に

おいて国から発行可能額が示されますので、前年度の発行可能額を参考にして予算を計

上しております。また普通債、いわゆる事業債でございますが、各事業、いろんな事業

がございますので、それぞれ起債対象経費を算出しまして、それに対して充当率を乗じ

まして、計算した額で予算計上しているということでございます。 

 最終的に借り入れの場合については、実際の事業費が固まってからですので、当初予

算の計上額とは若干の相違が出てくるということでございます。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 中島総務課長、答弁。 

○総務部総務課長（中島恵美君） 先ほどの３つ目の水谷議員の御質問に回答をさせてい

ただきます。 

 本町におけます障害者雇用の雇用率についてですが、町長部局におきましては2.06％、

教育委員会部局につきましては2.44％ということになっております。以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） 13番 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） 先ほども出ておりますように、人口減、毎年500人くらい養

老町の人口が減っていくと、また少子・高齢化という中で、町債、町の借金をどのよう

に考えていくのかということも非常に町長の財政運営の中の大きな争点になると思うわ

けですけれども、改めて町債の発行についての町長の見解を求めておきたいと思います。 

 それから、障害者雇用の関係ですが、2.06、2.44ということで、法定雇用率に達して

いるのかどうかということですけれども、国や自治体は、毎年６月１日現在の雇用状態

を発表し、未達成の場合は障害者の採用計画を作成しなければならないというふうに承

知をしておりますが、養老町においても、これは行っているのかどうかについてお答え

をいただきたいと思います。 

 それから、養北認定こども園の関係におきましては、事業者の件は町長のほうから答

弁ありましたけれども、施設に併設される当初の病後児保育室が、土地だけ確保してと

いうようなことで、まだファジーな形で、町のほうからいついつまでにというふうなこ

とは聞いていないわけですが、病児・病後児保育、女性が働く中で、非常に子育てと両

立していく大切な病後児保育ということがありますし、近隣市町でも、この病児・病後

児保育に非常に力を入れて、子育て世帯を応援しているという自治体が多いわけですの

で、この施設の併用、当初を変更したということに対する町長の見解を求めておきたい



－２０－ 

と思います。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） まず１点目の町債についてでございますけれども、事業を行う上

で、借り入れというのは当然発生してくるわけでございますけれども、その事業そのも

のが、将来に向かって必ず役に立つものであるということで事業は行っているわけでご

ざいますけれども、どうしても必要な施設の修繕等も発生をいたしますし、また、逆に

未来に向かっての投資といいますか、未来に必ずいい形で戻ってくるというような事業、

それから安心・安全に関するものについては、しっかりと今必要なものとして事業化し

ていかなければならないというふうに考えております。 

 それから２点目にですけれども、養北認定こども園の病後児保育についてでございま

す。当初民間における場合は、民間のほうでやっていただけるということでおりました

けれども、諸事情によって町のほうで運営するということで、人員等の問題等もござい

まして、いつまでというふうにここで申し上げられませんけれども、やがてはそういっ

たものも開設できるような形で設計もしてあるということでございますので、よろしく

御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（大橋三男君） 中島総務課長、自席で答弁。 

○総務部総務課長（中島恵美君） 先ほどの水谷議員さんの御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 先ほど、町長部局につきましては2.06％、教育委員会部局につきましては2.44％とい

うことで申し上げましたが、こちら、この30年４月１日から法改正がされまして、地方

公共団体につきましては、法定雇用率が2.3％から2.5％ということで改正がされており

ます。町長部局と教育委員会部局のほうを合わせまして、数字的には2.21％が実際の雇

用率となっております。目標の法定雇用率の2.5％の数字には下回ってはいるんですが、

実際にこちら法定雇用率に達成する基準値の算定式というのがございまして、その数式

に当てはめますと、この2.21％が2.5％の法定雇用率に達成するには１人に満たない人

数で、達成しているということになりますので、数字上は2.5％に達成しているという

形になります。 

 実際に、こちらの職員採用試験におきましても、一般行政職の職種のほうで、障害の

ある方も含むという形で今募集のほうをしておりますが、今後につきましては、こうい

った障害枠という枠を設けた上で採用するということも視野に入れていきたいと考えて

おります。以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） 13番 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） 本会議の挨拶の冒頭、町長は、ことしの夏は災害酷暑だとい

うふうな表現もされました。新年度におきましては、池辺、日吉、養北、笠郷、高田、
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広幡、６校で小学校にエアコンを設置するという方針も打ち出されており、保護者にと

っても、来年は涼しいところで学べるというふうなことで安心感が広がっているところ

ですけれども、エアコンに限らず、国は非常に有利な交付金のメニューを発表します。

国や県のそういう有利な交付金をいち早く入手して、行政対応を速やかにするというふ

うなことを、ぜひアンテナを高くして国や県の動向を察知して、町行政に生かしていた

だきたい、そのことを強く要望しておきたいと思います。 

 また、障害者雇用については、2.5％で達しているという答弁でございましたが、そ

れは手帳に基づく雇用率なのか、その点を確認しておきたいと思います。 

○議長（大橋三男君） 中島総務課長、自席で答弁。 

○総務部総務課長（中島恵美君） 今の水谷議員の御質問ですが、全て手帳に基づいた確

認ということで雇用率のほうはなっております。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） ２番 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 29年度は、1300年祭が行われた年です。一般質問に対しても、相

当額の経済効果があったと答弁されたのを記憶しております。当然、この効果は現在の

町内の随所にあらわれていることだろうと思われますが、本当に多額の予算を投入した

この事業の結果、現在、町内がどのようなことになっているか、それぞれ各課の視点か

らお答えくださいと、本来であれば各課長全員からお聞きしたいところではありますが、

せっかくの部制ですので、部長からそれぞれ所管する課の視点でお答えいただきたいと

思います。 

 住民福祉部長、産業建設部長、最後に総務部長の順番で、じゃあお答えいただきたい

と思います。 

○議長（大橋三男君） 久保寺住民福祉部長、答弁。 

○住民福祉部長兼健康福祉課長（久保寺利明君） ただいまの岩永議員の御質問ですけど、

ちょっと資料等、詳しいものを持ち合わせておりませんけれども、昨年、いろいろな事

業を通じて、地域の住民さん方と協働でということで立ち上げまして、その当時、私は

教育委員会におりましたけれども、教育委員会に限らず、今の私どもの部でいきますと、

今のこども園ですとか、そういった園児から保護者を含めた感じで、町の活性化という

ことで、昨年いろいろな事業に参加されて、そういった町を盛り上げるといった機運が

高まっているのではないかと考えております。そういった機運を今後も継続するように、

いろいろな事業で、住民参加によって町を発展させる施策のほうに取り組んでいきたい

と思っております。以上です。 

○議長（大橋三男君） 田中産業建設部長、答弁。 

○産業建設部長兼水道課長（田中一也君） 産業建設部関係でございますが、まず水道課
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におきましては、水道事業ということで、特に効果というものはないというふうに考え

ております。 

 そのほかにつきましては、まず建設課におきましては、やはりインフラ整備というこ

とで、10月22日の養老インターチェンジ、そしてことしに入りますけれども、スマート

インターチェンジの開設ということのインフラ整備に尽きるのかなあというふうに思っ

ております。 

 また、商工観光と農業振興につきましては、肉まつりが大盛況であったと、これが一

番主なものかなあというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 田中総務部長、答弁。 

○総務部長（田中信行君） ただいまの岩永議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど田中議員からも御質問がございまして、1300年祭の成果を踏まえた今後につい

てということで御質問があったわけで、御回答させていただいたところでございまして、

効果については先ほど申し上げましたが、そのほかも、次の時代を担う児童・生徒が地

域の日に多く参加したり、地域の日事業では町内全ての地域でイベントが行われており

まして、地域の中で、自分たちで企画されてやられたということで、そちらのほうが地

域間の連携や地域運営につながっていくというふうに考えておりますし、先ほど産業建

設部長からもございましたが、インフラの整備がかなり進んだということで、町内の現

状としてはそういったようなことではないかというふうに思っております。以上でござ

います。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） ２番 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 昨年度の盛り上がりはどこへやらというような雰囲気を、今年度

になってから非常に感じるわけですけれども、あれだけの大きな事業をやった後ですの

で、燃え尽きのような気分になる、そんな雰囲気もわかりますけれども、ぜひ養老町発

展の起爆剤にすべき事業であったので、今年度、そして次年度、さらに先へ向かって継

続できるものは継続し、そういう雰囲気をつくりつつ、町政を進めていただきたいと思

いますので、この程度で終わりにします。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、総括質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 日程第４、認定第２号から日程第13、認定第11号までの10議案については、９人の委

員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思

います。これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、日程第４、認定第２号から日程第13、認定第11号までの10議案については、

９人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定を

いたします。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会に、地方自治法第98条第１項の権限を委任す

ることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会に地方自治法第98条第１項の権限を委任することに決定をい

たしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） それでは、日程第14、選任第７号 決算特別委員会委員の選任に

ついてを議題といたします。 

 本案は、委員会条例第７条第３項の規定により、議会において選任することになって

おり、同条第４項の規定では、議長が会議に諮って指名することになっております。 

 したがいまして、決算特別委員会委員には、私が指名します。 

 13番 水谷久美子君、12番 青山貞一君、10番 松永民夫君、９番 田中敏弘君、７

番 早崎百合子君、５番 三田正敏君、３番 長澤龍夫君、２番 岩永義仁君、１番 

北倉義博君、以上の９人を指名することにいたします。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員には、ただいまの９人を選任することに決定をいたし

ます。 

 ここで暫時休憩といたします。再開時間は後でお知らせをいたします。 

 なお、休憩中に決算特別委員会を開催し、正・副委員長の互選をお願いいたします。

委員会は４階の北委員会室にてお願いをいたします。 

 傍聴者の皆様は、４階大会議室にてお茶の用意をいたしておりますので、御利用くだ

さい。 

（午前10時58分 休憩）  

（午前11時13分 再開）  

○議長（大橋三男君） それでは休憩を解き、再開をいたします。 

 休憩中に決算特別委員会が開催をされました。その結果について、決算特別委員会委

員長の報告を求めます。 

 決算特別委員会委員長、９番 田中敏弘君。 
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○決算特別委員長（田中敏弘君） 決算特別委員会の報告をいたします。 

 ただいまの休憩中に、委員全員出席のもとに決算特別委員会を開催しました。 

 協議事項は、正・副委員長の互選であります。 

 協議の結果、委員長には、不肖私、田中敏弘が指名推選により、副委員長には三田正

敏委員が委員長指名により選任されました。 

 もとより微力な私ではございますが、委員各位の御協力をいただきながら、平成29年

度一般会計及び各特別会計の決算審査を行いたいと存じます。 

 なお、審査に当たっては、議会が決定した予算が町民のためにどう施策展開され、町

民の立場から、１年間に実現された主要施策がどんな意味を持っていたのかを総括し、

新年度の予算議会につなげ、生かしていきます。 

 以上、決算特別委員会の報告といたします。 

○議長（大橋三男君） 決算特別委員会委員長の報告が終わりました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第15、議案第52号及び日程第18、議案第53号から日程

第21、議案第56号までの５議案は、逐条上程後、提案理由の説明を受け、総括質疑のみ

行います。 

 日程第16、同意第８号及び日程第17、同意第９号の２議案は、同意の人事案件につき、

逐条上程後、提案理由の説明を受け、質疑を行い、討論は省略することとし、採決を行

います。 

 それでは、日程第15、議案第52号 養老町税条例等の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました議案第52号 養老町税条例等の一部を

改正する条例についての説明をさせていただきます。 

 地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年３月31日に公布されたことに伴い、養

老町税条例等の一部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長より補足説明をさせますので、十分な御審議を賜りま

すようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大橋三男君） 西川税務課長、補足説明。 

○総務部税務課長（西川敏明君） それでは、私のほうから補足説明をさせていただきま

す。 

 今回の法令等の改正に伴い、条項や文言の整理をしておりますが、それ以外の部分に

ついて御説明をさせていただきます。 

 今回の改正は７条立てとしておりまして、第１条では法令等に合わせた改正を、また、
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たばこ税につきましては段階的に引き上げることから、その内容を第２条から第６条で

整備するものでございます。第７条は、固定資産税に関する経過措置でございます。 

 まず、養老町税条例の一部を改正する条例、第１条関係についてであります。 

 別添資料の税条例新旧対照表１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 第16条第３項は、町民税の納税義務者等として人格のない社団等を規定しております

が、今回の改正で、平成32年４月から電子申告が義務化となる資本金額が１億円を超え

る等の大法人を規定する第32条の６第10項から第12項までは、この社団等は適用しない

こととするものでございます。 

 次に、第17条第１項第２号は、障害者、未成年者、寡婦または寡夫に対する非課税措

置の所得要件の引き上げでございまして、同条第２項では、控除対象配偶者の区分変更

に伴い、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」と改めるとともに、均等割非課税限

度額を引き上げるものであります。それぞれ対象者の非課税限度額が10万円引き上げと

なります。 

 第26条の３では、所得控除の対象に、第26条の７では、調整控除の対象に、それぞれ

所得要件を創設するものであります。この改正により、前年の所得金額が2,500万円以

下の人が控除対象者となります。 

 次に、４ページをごらんください。 

 第28条の２は、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しであります。今

回の法令改正により、公的年金等支払報告書の様式に、源泉控除対象配偶者の有無等や

所得の見積額を記載することとされたことによりまして、源泉控除対象配偶者である場

合 ―― 源泉控除対象配偶者とは、年金所得者の所得金額が900万円以下で生計を一に

する所得が85万円以下の配偶者のことをいうわけでございますが ―― 配偶者特別控除

の申告が不要となるものでございます。 

 ５ページでございます。 

 第32条の６第10項から第12項は、大法人に対して、申告書の電子情報処理組織による

提出を義務化することについて規定するもので、電子申告による申告を納税申告書によ

り行われたものとみなすことになります。 

 次に、６ページをごらんください。 

 第74条は、国のたばこ税と同様、課税区分の新設であり、製造たばこの区分として、

新たに加熱式たばこの区分を創設するものです。 

 続いて第75条の２では、第74条で加熱式たばこと区分された製造たばこについての規

定で、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品

またはこれらの混合物を充填したものを製造たばことみなす規定となります。現在、加

熱式たばこは、税法上ではパイプたばこに区分されており、重量で課税されております

が、これにより新たな区分で課税されることになります。 



－２６－ 

 次に、７ページから10ページでございます。 

 第76条では、加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、重量と価

格を紙巻たばこに換算する方式とする等の規定であります。 

 第77条は、たばこ税の税率を1,000本につき「5,262円」から「5,692円」と、430円引

き上げる改正となります。 

 続いて、12ページをごらんください。 

 附則第２条の４は、個人町民税の所得割非課税限度額を10万円引き上げる改正となり

ます。 

 次に、養老町税条例の一部を改正する条例、第２条から５条関係についてであります。 

 これらは、たばこ税を平成30年10月１日から３回に分けて引き上げるものと、加熱式

たばこの課税方式の見直しを５年間かけて段階的に移行するものでございます。 

 第76条では、加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、重量と価

格を平成30年10月１日から、１年ごとに５年間かけて段階的に移行する規定を整備する

ものでございます。 

 第77条では、平成30年10月１日から、３回に分けてたばこ税を引き上げる規定となり

ます。平成30年、32年、33年の各10月１日から、1,000本につき430円ずつ税率が引き上

げられることになります。 

 次に、養老町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、第６条関係でござ

います。 

 これは、平成27年度において講じた紙巻たばこ３級品に係る税率の経過措置について

規定するものでございます。今回のたばこ税の引き上げに伴い、平成31年４月１日に行

うこととされている税率の引き上げを、同年10月１日に延期することとされたことによ

りまして、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間の紙巻たばこ３級品の税率

を、平成31年９月30日まで適用させるものでございます。 

 次に、養老町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、第７条関係でござ

います。 

 これは、平成28年度に制定いたしました機械装置を対象にした償却資産に係る固定資

産税の課税標準額を、最初の３年間、価格を２分の１とする特例措置の期限を平成31年

３月31日とするものでございます。 

 最後に、施行日でございます。 

 個人町民税につきましては、個人所得課税の見直しが平成33年１月１日で、平成33年

度以後の年度分から適用となり、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直し

は平成31年１月１日で、平成31年度以後の年度分から適用となります。 

 大法人の法人町民税の電子申告の義務化につきましては、平成32年４月１日で、同日

以後に開始する事業年度から適用となります。 
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 たばこ税につきましては、税率の３回の引き上げ、平成30年10月１日、32年10月１日、

33年10月１日と、加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法の段階的移行日、

平成30年から平成34年までの５年間の各10月１日が施行日となります。 

 固定資産税につきましては、現行の償却資産に係る特例措置の期限が平成31年３月31

日となることから、規定の削除を平成31年４月１日に施行するものであります。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより総括質疑を行います。 

 なお、本案は総務民生委員会に付託の上、審査したいと思いますので、ここでの質疑

は総括的、あるいは大綱的な質疑にとどめていただくようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、総括質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 本案は総務民生委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認めます。 

 よって、本案は総務民生委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第16、同意第８号 教育委員会教育長の任命同意につ

いてを議題といたします。 

 並河教育長には退場を許可いたします。 

〔教育長 並河清次君 退場〕 

○議長（大橋三男君） 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました同意第８号 教育委員会教育長の任命

同意について、御説明をさせていただきます。 

 現在、町教育委員会教育長として養老町の教育行政の振興に精励されておられる並河

清次氏の任期が、平成30年９月30日をもって満了することに伴い、引き続き同氏を教育

委員会教育長として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第４条第１項の規定により、同意を求めるものであります。 

 住所、岐阜県養老郡養老町岩道395番地23、並河清次。 

 なお、教育長の任期につきましては、同法第５条の規定により、平成30年10月１日か

ら３年間となります。 
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 以上で、同意第８号 教育委員会教育長の任命同意についての提案説明とさせていた

だきます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） ２番 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 現教育長は、これまで既に５年ほどその職を担っております。今

回再任すれば、さらに任期３年ということで、相当長く教育部局の長として存在するこ

とになります。これだけ町長が厚く信任し、重用する理由について、評価と実績、期待

する成果について、詳細にお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） 並河教育長、実は前任教育長からの指名的なところもございまし

て、非常に熱心に取り組んでいただいているというふうに思っております。きょうも質

問がございましたけれども、コミュニティ・スクール等、非常に積極的に関与していた

だいて、理想的なコミュニティ・スクールに近づいているというふうに思っております。

かわる人材というよりも、継続して今の教育行政を担っていただきたいと、そういう思

いで任命をさせていただいたということでございます。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） ２番 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） ただいまは評価についてお伺いいたしました。 

 次に、教育に多才さが求められる現代において、１人の人物が長くその教育行政のト

ップにとどまる弊害についても懸念がなされますが、このことに対する町長の考えをお

聞かせください。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君、答弁。 

○町長（大橋 孝君） 教育というのは、やはり幼児期から中学校、高校までというよう

な長きにわたるというふうに思います。一度受けた方針のとおりに教育を受けてきた人

間がころころかわるというのが、逆にやはり私は弊害があるんではないかというように

考えております。過去も、教育長は結構長い期間務めておられるということで、やはり

相当数の時間を要して、養老町の子供の教育のために携わっていただきたいというふう

に考えるところでございます。以上です。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） なしと認め、質疑を終わります。 

 これより採決を行います。 
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 本案を原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（大橋三男君） 挙手多数です。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 並河教育長の入場を許可します。 

〔教育長 並河清次君 入場〕 

○議長（大橋三男君） ここで並河教育長の発言を許可いたします。 

○教育長（並河清次君） ただいまは、私の教育長任命に関しまして、議員の皆様に許可

いただきましてありがとうございます。 

 平成25年10月１日より就任いたしまして、この９月30日で５年になります。この５年

間、不十分な点もあったかと思いますが、私は、子供や住民、それから職員のために職

責を精いっぱい全うしてきたというふうに考えております。 

 今後につきましては、少子化の問題とか、老朽化している関連施設の問題とか、住民

の健康増進の問題、それから文化財の保護・活用の問題、子育て支援の問題等について、

課題は山積しておりますけれども、誠心誠意職務を全うしていく覚悟でございます。 

 議員の皆様方には、貴重な意見を多数賜りました。教育委員会の事業を考えていく上

で、大変参考にさせていただくことが数多くありました。今後とも、子供や町民のため

の御意見をお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。 

 最後になりましたが、これまで以上に御指導・御鞭撻願うことをお願い申し上げ、挨

拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） それでは、次に日程第17、同意第９号 教育委員会委員の任命同

意についてを議題といたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました同意第９号 教育委員会委員の任命同

意について、説明をさせていただきます。 

 町教育委員会委員の黒田孝史氏の任期が、平成30年10月７日をもって満了することに

伴い、新たに養老町内で永年教諭として奉職され、その後、大学院等で研究に努められ

た近藤法雄氏を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定により、同意を求めるものでござ

います。 

 住所、岐阜県養老郡養老町上之郷246番地、氏名、近藤法雄。 

 なお、委員の任期につきましては、同法第５条の規定により、平成30年10月８日から

４年間となります。 
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 以上で、同意第９号 教育委員会委員の任命同意についての提案説明とさせていただ

きます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） ９番 田中敏弘君。 

○９番（田中敏弘君） まず、年齢をお尋ねしたいということと、それから今回は笠郷地

区から選任されましたが、従来は池辺地区の方でした。この辺の地区の関係を考慮され

てのことか、今後はそういう全町から選ばれて体制を整えていくというのか、その辺の

考え方だけ、ちょっと説明を求めたいと思います。 

○議長（大橋三男君） 佐藤教育委員会事務局長、答弁。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長兼スポーツ振興課長（佐藤嘉但君） ただいまの田

中議員の御質問でございますが、まず年齢でございますが、現在64歳ということでござ

います。 

 それから、選任について地区のバランスを考えておるのかということでございますが、

現在、後藤委員が高田、それから藤田委員が川北と、栗田委員が上多度ということでご

ざいまして、今回、黒田委員が池辺であったということで、笠郷の上之郷在住の近藤法

雄様にお願いしたいということでございます。今後も、やはり地域のバランスというこ

とを考えて選任していきたいと思っております。以上でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 13番 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） 町長と教育長にお尋ねをしたいと思います。 

 この近藤氏とは、お二人とも直接会われているのかどうかという点と、もし会われて

いるのであれば、どのような御印象をお持ちで、教員時代は何を専科されていたのか。

また、大学院の研究室では何を研究されていたのか。それらを加味して、近藤氏に教育

委員として当町の教育行政に果たしていただく役割への期待についてお聞きしたいと思

います。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君、答弁。 

○町長（大橋 孝君） 日にちはちょっと確かではございませんが、教育長と私とで、私

の部屋で面接をさせていただきました。もとより少し存じているところもございまして、

この方、御住職でもございます。教員としての専門は、ちょっと私、お伺いしておりま

せんけれども、大学では、最近すさんできた人間の心というか、そういったような心理

的なことを大学でもう一度学ぶというようなことで、もう一度学ばれたようでございま

す。非常に物静かで、教育委員として決して恥ずかしくない、立派な方だという印象を
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受けております。以上です。 

○議長（大橋三男君） 並河教育長、答弁。 

○教育長（並河清次君） 私は、近藤先生と高田中学校で一緒に勤務をしました。国語の

先生です。お寺の跡継ぎをされるということもあって、上石津中とか、笠郷だったかで

も勤務されていると思うんですけれど、おやめになって、宗教のことをもっと勉強した

いということで、名古屋大学に行かれたと聞いております。 

 お話を伺っておりますと、やはりお寺に子供たちがたくさん遊びに来て、最近はどう

して遊びに来ないんだといった子供のことを心配されていたり、御自身にもお二人のお

子様が見えて、そういった観点から、養老町の教育等について御助言いただけるのでは

ないかというふうに考えております。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（大橋三男君） 挙手全員です。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第18、議案第53号 町道路線の認定についてを議題と

します。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました議案第53号 町道路線の認定について、

説明をさせていただきます。 

 町道路線の認定について、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定に基

づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に補足説明をさせますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（大橋三男君） 高橋建設課長、補足説明。 

○産業建設部建設課長（高橋正人君） それでは、私のほうから補足説明をさせていただ

きます。 

 今回認定する路線は、寄附行為に伴うもの１路線、社会資本整備総合交付金事業に伴

うもの１路線、及び町の維持管理に伴うもの１路線、並びに東海環状自動車道事業に伴

うもの１路線の合計４路線でございます。 
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 まず、整理番号１の祖父江47号線については、地域の要望により生活道路の安全のた

めにつくられ、寄附行為があった道路であり、町道として認定するものであります。 

 次に、整理番号２の直江66号線については、社会資本整備総合交付金事業を施行する

に当たり、町道として認定するものであります。 

 次に、整理番号３の三神町69号線については、隣地での敷地造成により官民境界が確

定し、同時に官地道路の整備が行われたことにより、今後の町の維持管理のために町道

として認定するものであります。 

 次に、整理番号４の広域営農団地８号線については、東海環状自動車道事業に伴う道

路のつけかえにより認定するものであります。 

 詳細につきましては、議案に添付しております図面を御確認いただきたいと存じます。 

 以上、議案第53号 町道路線の認定についての補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより総括質疑を行います。 

 なお、本案は産業建設委員会に付託の上、審査したいと思いますので、ここでの質疑

は総括的、あるいは大綱的な質疑にとどめていただくようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 10番 松永民夫君。 

○１０番（松永民夫君） 町道認定４本あるんですが、それぞれの距離をお尋ねいたしま

す。 

○議長（大橋三男君） 高橋建設課長、答弁。 

○産業建設部建設課長（高橋正人君） それでは、松永議員の御質問に関しまして御回答

申し上げます。 

 まず祖父江47号線でございますが、延長は63メーターでございます。次に、直江66号

線につきましては、延長70メーターでございます。次に、三神町69号線につきましては、

延長122メーターでございます。最後に、広域営農団地８号線につきましては、延長

1,700メーターでございます。以上でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（大橋三男君） 10番 松永民夫君。 

○１０番（松永民夫君） それぞれ新規の認定でございますが、これに伴って、今回は廃

線が出ていないんですが、廃線は一本も、これに伴って発生はしないのか、お尋ねをい

たします。 

○議長（大橋三男君） 高橋建設課長、自席で答弁。 

○産業建設部建設課長（高橋正人君） それでは、松永議員の御質問に関しましてお答え

を申し上げます。 
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 今回は、廃線のほうは出てございませんが、今後出てくる予定といたしましては、広

域営農団地８号線のほうはつけかえでございます。こちらのほうが、供用開始後に現在

町道認定されております路線のほうがございまして、その路線のほうが広域営農団地５

号線になりますが、今後の予定といたしまして、1,078メーター廃止の予定をしており

ます。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、総括質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 本案は、産業建設委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は産業建設委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第19、議案第54号 平成30年度養老町一般会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました議案第54号 平成30年度養老町一般会

計補正予算（第２号）につきまして、その概要を説明させていただきます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ２億1,073万円を追加し、予算総額を109億

9,077万5,000円とするものでございます。 

 主な内容は、認定こども園整備事業、地域未来投資促進法関連事業、体育施設解体事

業などでございます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当部長に補足説明をさせますので、十分な御審議を

賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（大橋三男君） 田中総務部長、補足説明。 

○総務部長（田中信行君） それでは、私のほうから総務部関係の補足説明をさせていた

だきます。 

 歳出につきましては、総務部関係の補正はありませんので、７ページの歳入について

説明させていただきます。 

 款17繰入金、項１基金繰入金、１目財政調整基金繰入金では、損害賠償金相当額

1,050万円を減額いたしました。 

 次に、款18繰越金、項１繰越金、１目繰越金では、財源が不足する額3,245万8,000円
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を増額しました。 

 次に、款19諸収入、項４雑入、２目弁償金では、元嘱託職員による公金着服事件民事

訴訟の判決が確定したことに伴い、1,050万円を増額しました。 

 次に、款20町債、項１町債、５目臨時財政対策債では、発行可能額の確定に伴い

1,035万7,000円を増額しました。 

 次に、４ページの第２表 債務負担行為補正では、養北こども園新園舎建設工事２億

8,176万3,000円を新たに追加いたしました。 

 次に、第３表 地方債補正では、認定こども園整備事業に伴い、新たに児童福祉施設

整備事業債１億310万円を追加し、学校教育施設等整備事業債の限度額を3,570万円増額

し、補正後の限度額を8,310万円にいたしました。また、臨時財政対策債では、発行可

能額の確定に伴い限度額を1,035万7,000円増額し、補正後の限度額を４億5,925万7,000

円とするものです。 

 以上で、総務部関係の補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 久保寺住民福祉部長、補足説明。 

○住民福祉部長兼健康福祉課長（久保寺利明君） それでは、続きまして私のほうから住

民福祉部関係の補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳出のほうになります。 

 ９ページをごらんください。 

 款３民生費、項１社会福祉費、１目社会福祉総務費では、地域支援事業、総合事業以

外の事業に係る介護保険事業特別会計繰出金として17万9,000円を増額いたしました。 

 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業では、補助金返還額確定に伴い、償還金、利

子及び割引料で７万4,000円を増額いたしました。 

 ３目福祉医療費では、平成29年度事業費が確定しましたので、福祉医療事務事業の補

助金精算に伴う返還金1,200万5,000円を増額いたしました。 

 10目後期高齢者医療費では、システム改修に係る国庫補助金の補正により、187万

9,000円の財源更正を行いました。 

 款３民生費、項２児童福祉費、１目児童福祉総務費では、１億8,592万1,000円を増額

いたしました。その内訳は、養北こども園新園舎建設工事費として１億8,400万円、及

び監理委託料として192万1,000円を増額いたしました。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、１目保健衛生総務費では、平成29年度事業費が確定し

ましたので、母子保健事業の養育医療費国庫負担金及び県負担金の精算に伴う返還金31

万2,000円を増額いたしました。 

 続きまして、歳入のほうに移ります。 

 ７ページをごらんください。 

 款13国庫支出金、項２国庫補助金、２目民生費国庫補助金では、法改正システム改修
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分の高齢者医療制度円滑運営事業補助金187万9,000円を増額いたしました。 

 款14県支出金、項２県補助金、２目民生費県補助金では、未満児の定員増加または全

体の定員増加に伴う施設整備に対して補助される県単独補助金である岐阜県市町村子ど

も・子育て支援事業費補助金として40万円を増額いたしました。 

 款19諸収入、項４雑入の６目雑入では、平成29年度後期高齢者療養給付費負担金精算

金及び後期高齢者保健事業費負担金精算金の2,408万9,000円を増額いたしました。 

 次に、款20町債、項１町債、８目民生債では、養北こども園新園舎建設工事に充当予

定の１億3,880万円を増額いたしました。 

 以上で補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 田中産業建設部長、補足説明。 

○産業建設部長兼水道課長（田中一也君） それでは、産業建設部関係について、私のほ

うから補足説明をさせていただきます。 

 初めに、歳出につきまして説明させていただきます。 

 ９ページの款６農林水産業費、項１農業費、５目土地改良費では、町単土地改良事業

で、大坪地内の揚水機取りかえ工事と鷲巣地内の用水樋門管路修繕工事の工事請負費と

して179万3,000円を計上いたしました。 

 次に、款７商工費、項１商工費、２目商工業振興費では、新たに地域未来投資促進法

関連事業として、養老町地域経済牽引事業推進戦略を策定するために、委託料500万

9,000円を計上いたしました。 

 次に、歳入につきまして説明をさせていただきます。 

 ７ページの款11分担金及び負担金、項１分担金、２目農林水産業費分担金で、町単土

地改良事業分担金として74万7,000円を計上いたしました。 

 次に、款13国庫支出金、項２国庫補助金、７目商工費国庫補助金では、地方創生推進

交付金（地域未来投資促進法分）の交付決定額に基づき、200万円を新たに計上いたし

ました。 

 以上で、産業建設部関係の補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 佐藤教育委員会事務局長、補足説明。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長兼スポーツ振興課長（佐藤嘉但君） それでは、私

から、教育委員会に関する補正予算の補足説明を申し上げます。 

 歳出でございますが、９ページの款10教育費、項２小学校費、１目学校管理費の小学

校管理事務では、養北小学校敷地内のイチョウの木伐採に係る経費として、委託料27万

円を計上いたしました。 

 また、３目学校給食費の小学校給食管理事務では、笠郷小学校で現在使用しているガ

ス揚げ物器が耐用年数を大幅に経過し、老朽による故障で修理不能でございますので、

備品購入費として46万6,000円を計上いたしました。 
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 次に、11ページの項４社会教育費、３目公民館費の地区公民館維持管理費でございま

すが、小畑公民館事務室の空調設備が故障により修理不能となったため、更新工事に係

る経費として、工事請負費61万6,000円を計上いたしました。 

 次に、項５保健体育費、１目保健体育総務費の体育施設解体事業でございますが、グ

リーンハイツ養老運動場の賃借用地につきまして、今年度中の返還に関しまして、地権

者及び地元関係者との跡地利用等協議が調いましたので、敷地内の構造物を撤去する経

費として、工事請負費408万5,000円を計上いたしました。 

 なお、歳入につきましては、全て財源が一般財源ということでございます。 

 以上で、教育委員会に関する補正予算の補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより総括質疑を行います。 

 なお、本案は常任委員会に付託の上、審査したいと思いますので、ここでの質疑は総

括的、あるいは大綱的な質疑にとどめていただくようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大橋三男君） ２番 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） ちょっと１点だけお伺いしておきたいんですけれども、商工費の

地域未来投資促進法関連事業、中身がよくわからないので、概要をもう少し詳しくお願

いします。 

○議長（大橋三男君） 大倉企業誘致・商工観光課長、答弁。 

○産業建設部企業誘致・商工観光課長（大倉 修君） ただいまの岩永議員の御質問につ

きましては、地域未来投資促進法でございますが、地域経済牽引事業の計画というもの

につきまして、以前、議会全員協議会の場で御説明申し上げましたけれども、養老町に

サラダコスモが来られるというようなことで、それに関連しまして、地域の経済を牽引

していく事業者であるということから、そのものを巻き込んだ形で、養老町の米等農産

物を活用した農林水産、またインフラ等を活用した成長ものづくり、また、観光資源を

活用した観光分野のまちづくりというというようなことで進めていきたいということで

計画をしたところでございますけれども、それを受けまして、今の地方創生推進交付金

のこの促進法枠というものが設けられたということから、今回交付金を取りにいく上で

計画、戦略をつくって、今後事業を進めていきたいということで、今回補正に上げたと

ころでございます。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、総括質疑を終わります。 

 お諮りします。 
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 本案は、予算内容ごとに総務民生委員会及び産業建設委員会に付託の上、審査するこ

とにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は各常任委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第20、議案第55号 平成30年度養老町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました議案第55号 平成30年度養老町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、その概要を説明させていただきます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,752万2,000円を追加し、予算総額を35億872万

2,000円とするものでございます。 

 今回の補正につきましては、平成29年度療養給付費等負担金及び退職者医療療養給付

費等交付金の確定に伴うものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に補足説明をさせますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（大橋三男君） 伊藤住民人権課長、答弁。 

○住民福祉部住民人権課長（伊藤幸広君） それでは、私のほうから補足説明をさせてい

ただきます。 

 最初に、８ページの歳出について御説明申し上げます。 

 款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、３目償還金で、平成29年度療養給付費等

負担金の交付額の確定によりまして、国への精算返還金といたしまして2,569万円を増

額し、退職者医療療養給付費等交付金の確定によりまして、精算返還金といたしまして

183万2,000円を増額するものでございます。 

 次に、６ページの歳入について御説明申し上げます。 

 款９繰越金、項１繰越金、１目繰越金で、財源調整といたしまして2,752万2,000円を

充当するものでございます。 

 以上で補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより総括質疑を行います。 

 なお、本案は総務民生委員会に付託の上、審査したいと思いますので、ここでの質疑

は総括的、あるいは大綱的な質疑にとどめていただくようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、総括質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本案は、総務民生委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって本案は、総務民生委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第21、議案第56号 平成30年度養老町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） ただいま上程を賜りました議案第56号 平成30年度養老町介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、その概要を説明させていただきます。 

 今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ6,283万1,000円を追加し、予算総

額を29億3,283万1,000円とするものでございます。 

 補正する主な内容は、地域支援事業費の動向によるものと、平成29年度分国庫支出金、

県支出金、支払基金交付金の精算に伴う返還金として必要額を計上いたしました。 

 詳細につきましては、担当課長に補足説明をさせますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（大橋三男君） 久保寺健康福祉課長、補足説明。 

○住民福祉部長兼健康福祉課長（久保寺利明君） それでは、補足説明をさせていただき

ます。 

 最初に、８ページの歳出について御説明申し上げます。 

 款４地域支援事業費、項１地域支援事業費の１目地域支援事業費では、給付管理件数

の増加や住宅改修手続、介護認定申請中の暫定プラン策定とともに訪問が拡大したこと

により、臨時の介護支援専門員を現在の２人体制から３人体制に拡大するため、新たに

１人を10月から雇用するための職員管理費として143万5,000円を増額いたしました。 

 款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、２目償還金では、平成29年度分介護給付

費等負担金の国庫支出金、県支出金、支払基金交付金精算に伴う返還金6,139万6,000円

を増額いたしました。 

 次に、６ページの歳入について御説明申し上げます。 

 まず、款４国庫支出金の国庫補助金、２目地域支援事業交付金（総合事業）と款５支

払基金交付金の支払基金交付金、２目地域支援事業交付金と款６県支出金の県補助金、
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１目地域支援事業交付金（総合事業）では、地域支援事業の職員管理費の増額に伴い、

それぞれ国庫支出金において35万8,000円、支払基金交付金において38万7,000円、県支

出金において17万9,000円を増額するものでございます。 

 款８繰入金の他会計繰入金、２目地域支援事業繰入金（総合事業）では、同様に17万

9,000円を増額いたします。 

 款９繰越金の繰越金、１目繰越金では、財源調整として6,172万8,000円を充てるもの

であります。 

 以上で補足説明とさせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 説明が終わりました。 

 ただいまより総括質疑を行います。 

 なお、本案は総務民生委員会に付託の上、審査したいと思いますので、ここでの質疑

は総括的、あるいは大綱的な質疑にとどめていただくようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 質疑なしと認め、総括質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 本案は、総務民生委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は総務民生委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。 

 最後に、本日決定をいたしました議案審査の付託先である決算特別委員会は、９月14

日金曜日及び18日火曜日の２日間とし、両日とも午前10時から、また総務民生委員会は、

９月13日木曜日の午後１時30分から、及び産業建設委員会は、同日の午前10時から、そ

れぞれ開催されるよう各委員長に要請をいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） これをもちまして、本日の議会日程にあります議案の提案説明等

は全て終了いたしました。 

 お諮りをいたします。 

 議案精読及び委員会審査のため、あす９月13日から９月25日までの13日間は休会にい

たしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大橋三男君） 異議なしと認めます。 

 よって、あす９月13日から９月25日までの13日間は休会することに決定をいたしまし

た。 



－４０－ 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

 なお、議会２日目は９月26日水曜日午前９時30分より会議を開きます。 

 本日は御苦労さまでした。 

（散会時間 午後０時13分）  

 



－４１－ 

 

 以上、会議の次第をここに記録し、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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